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○
経
済
産
業
省
令
第
五
十
九
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

並
び
に
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
特
許
法
施
行
規
則
及
び
特
許
協
力
条
約
に
基
づ

く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
五
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

特
許
法
施
行
規
則
及
び
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の

を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前
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（
国
際
出
願
日
の
特
例
）

（
国
際
出
願
日
の
特
例
）

第
三
十
八
条
の
二
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
千
九
百
七
十

第
三
十
八
条
の
二
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
千
九
百
七
十

年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協

年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協

力
条
約
（
以
下
「
特
許
協
力
条
約
」
と
い
う
。
）
に
基

力
条
約
（
以
下
「
特
許
協
力
条
約
」
と
い
う
。
）
に
基

づ
く
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

、

づ
く
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

又
は

20.3
(b)
(ii)

20.5

20.3
(b)
(ii)

又
は

の
規
定
に
よ
り
国
際
出
願
日
が
認
め
ら
れ

の
規
定
に
よ
り
国
際
出
願
日
が
認
め
ら
れ
た
国
際

(d)

20.5の2
(d)

20.5
(d)

た
国
際
特
許
出
願
に
つ
い
て
、
規
則

か
ら

ま

特
許
出
願
に
つ
い
て
、
規
則

か
ら

ま
で
の
い

82の3.1
(b)
(i)

(iii)

82の3.1
(b)
(i)

(iii)

で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
国
際
特

国
際
特
許
出
願
の
出
願
人
に
対
し
、
そ
の
国
際
特
許
出

許
出
願
の
出
願
人
に
対
し
、
そ
の
国
際
特
許
出
願
の
国

願
の
国
際
出
願
日
を
規
則

、

若
し
く
は

際
出
願
日
を
規
則

、

又
は

の
規
定
に

20.3
(b)
(i)

20.5
(b)

20.5の2

20.3
(b)
(i)

20.5
(b)

20.5
(c)

の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
、
又
は
規
則

若
し
く

よ
り
認
定
さ
れ
た
国
際
出
願
日
と
す
る
旨
の
通
知
を
し

(b)

20.5
(c)

は

の
規
定
に
よ
り
訂
正
さ
れ
た
国
際
出
願
日
と
す

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

20.5の2
(c)
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る
旨
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
国
際
出
願
日
の
認
定
又
は
訂
正
に

２

特
許
庁
長
官
は
、
規
則

、

又
は

の

20.3
(b)
(i)

20.5
(b)

20.5
(c)

際
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
出
願
人
に
対
し

規
定
に
よ
る
国
際
出
願
日
の
認
定
に
際
し
必
要
が
あ
る

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め

と
認
め
る
と
き
は
、
出
願
人
に
対
し
、
規
則

に
規

17.1
(a)

る
書
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

定
す
る
優
先
権
書
類
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
（
規
則

又
は

の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
日
の
認
定
で

20.5
(b)

20.5
(c)

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
翻
訳
文
及
び
規
則

に
規

20.5
(a)

定
す
る
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
欠
落
し
て

い
る
部
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
欠
落
部
分
」
と

い
う
。
）
を
記
載
し
た
箇
所
の
説
明
を
記
載
し
た
書
面

）
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

規
則

の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
日
の
認
定

［
新
設
］

20.3
(b)
(i)

で
あ
る
場
合

規
則

に
規
定
す
る
優
先
権
書
類

51の2.1
(e)
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の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文

二

規
則

の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
日
の
認
定
又

［
新
設
］

20.5
(b)

は
規
則

の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
日
の
訂
正
で

20.5
(c)

あ
る
場
合

規
則

に
規
定
す
る
優
先
権
書
類
の

51の2.1
(e)

日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
及
び
規
則

に
規
定
す

51の2.1
(e)
(ⅱ)

る
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
部
分
が
記
載

さ
れ
て
い
る
箇
所
の
説
明
を
記
載
し
た
書
面

三

規
則

の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
日
の
認
定
又

［
新
設
］

20.5の2
(b)

は
規
則

の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
日
の
訂
正
で

20.5の2
(c)

あ
る
場
合

規
則

に
規
定
す
る
優
先
権
書
類
の

51の2.1
(e)

日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
、
規
則

に
規
定
す
る

51の2.1
(a)
(ⅷ)
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誤
つ
て
提
出
さ
れ
た
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図

面
の
全
部
又
は
一
部
の
翻
訳
文
及
び
規
則

に

51の2.1
(e)
(ⅱ)

規
定
す
る
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
部
分

が
記
載
さ
れ
て
い
る
箇
所
の
説
明
を
記
載
し
た
書
面

３
・
４

［
略
］

３
・
４

［
略
］

５

国
際
特
許
出
願
の
出
願
人
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る

５

国
際
特
許
出
願
の
出
願
人
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る

期
間
内
に
限
り
、
規
則

の
規
定
に
よ
り
そ
の
国
際

期
間
内
に
限
り
、
規
則

の
規
定
に
よ
り
そ
の
国
際

20.5
(c)

20.5
(c)

特
許
出
願
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
欠
落
し
て
い
る

特
許
出
願
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
欠
落
部
分
に
つ

明
細
書
若
し
く
は
請
求
の
範
囲
の
一
部
又
は
図
面
の
全

い
て
、
当
該
国
際
特
許
出
願
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す

部
若
し
く
は
一
部
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
欠
落
部

る
旨
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

分
」
と
い
う
。
）
又
は
規
則

の
規
定
に
よ
り
そ
の

20.5の2
(c)

国
際
特
許
出
願
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
適
当
な
明
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細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
全
部
又
は
一
部
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
適
当
な
明
細
書
等
」
と
い
う
。

）
に
つ
い
て
、
当
該
国
際
特
許
出
願
に
含
ま
れ
な
い
も

の
と
す
る
旨
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

［
略
］

６

［
略
］

７

特
許
庁
長
官
は
、
第
五
項
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は

７

特
許
庁
長
官
は
、
第
五
項
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は

、
当
該
請
求
に
係
る
欠
落
部
分
又
は
適
当
な
明
細
書
等

、
当
該
請
求
に
係
る
欠
落
部
分
は
、
国
際
特
許
出
願
に

は
、
国
際
特
許
出
願
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
み
な
し
、

含
ま
れ
な
い
も
の
と
み
な
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
国

通
知
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
国
際
特
許
出
願
の
国
際
出

際
特
許
出
願
の
国
際
出
願
日
を
特
許
協
力
条
約
第
二
条

願
日
を
特
許
協
力
条
約
第
二
条

の
受
理
官
庁
が
認
定

（XV）

の
受
理
官
庁
が
認
定
し
た
国
際
出
願
日
と
し
な
け
れ

し
た
国
際
出
願
日
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（xv）ば
な
ら
な
い
。
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の

を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
の
明
細
書
等
の

（
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
の
明
細
書
等
の

引
用
に
よ
る
補
充
）

引
用
に
よ
る
補
充
）
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第
二
十
九
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
法
第
四
条
第
一
項

第
二
十
九
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
法
第
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
日
の
認
定
に
際
し
て
、
当
該

の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
日
の
認
定
に
際
し
て
、
当
該

認
定
に
係
る
国
際
出
願
が
同
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場

認
定
に
係
る
国
際
出
願
が
同
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場

合
（
当
該
認
定
に
係
る
国
際
出
願
の
願
書
に
優
先
権
の

合
（
当
該
認
定
に
係
る
国
際
出
願
の
願
書
に
優
先
権
の

主
張
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
規

主
張
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
規

則

の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
に
係
る
国
際
出
願
に
含

則

の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
に
係
る
国
際
出
願
に
含

4.18

4.18

ま
れ
て
い
な
い
明
細
書
又
は
請
求
の
範
囲
が
当
該
優
先

ま
れ
て
い
な
い
明
細
書
又
は
請
求
の
範
囲
が
当
該
優
先

権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
に
含
ま
れ
て
い
る
旨
の

権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
に
含
ま
れ
て
い
る
旨
の

陳
述
を
し
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
規
則

の

陳
述
を
し
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
規
則

の

20.3
(a)
(ii)

20.3
(a)
(ii)

規
定
に
よ
り
出
願
人
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
明
細
書
又

規
定
に
よ
り
出
願
人
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
明
細
書
又

は
請
求
の
範
囲
の
補
充
（
以
下
第
二
十
九
条
の
五
ま
で

は
請
求
の
範
囲
の
補
充
を
二
月
以
内
に
す
べ
き
こ
と
を

、
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
七
条
の
二
に
お
い
て
「
明

命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

細
書
等
の
引
用
補
充
」
と
い
う
。
）
を
二
月
以
内
に
す
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べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
略
］

２

［
略
］

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
明
細
書
等
の

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
明
細
書
又
は

引
用
補
充
は
様
式
第
十
二
又
は
様
式
第
十
二
の
二
に
よ

請
求
の
範
囲
の
補
充
（
以
下
第
二
十
九
条
の
五
ま
で
、

り
、
前
項
の
意
見
書
の
提
出
は
様
式
第
十
一
の
七
又
は

第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
七
条
の
二
に
お
い
て
単
に
「

様
式
第
十
一
の
八
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
し
な
け
れ
ば
な

明
細
書
等
の
引
用
補
充
」
と
い
う
。
）
は
様
式
第
十
二

ら
な
い
。

又
は
様
式
第
十
二
の
二
に
よ
り
、
前
項
の
意
見
書
の
提

出
は
様
式
第
十
一
の
七
又
は
様
式
第
十
一
の
八
に
よ
り

、
そ
れ
ぞ
れ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
の
写
し
等
の
提

（
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
の
写
し
等
の
提

出
）

出
）

第
二
十
九
条
の
四

出
願
人
は
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一

第
二
十
九
条
の
四

出
願
人
は
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
明
細
書
等
の
引
用
補

項
の
規
定
に
よ
る
明
細
書
等
の
引
用
補
充
を
す
る
と
き
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充
を
す
る
と
き
は
、
特
許
庁
長
官
に
、
優
先
権
の
主
張

は
、
特
許
庁
長
官
に
、
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る

の
基
礎
と
な
る
出
願
の
写
し
（
当
該
出
願
の
言
語
が
国

出
願
の
写
し
（
当
該
出
願
の
言
語
が
国
際
出
願
の
言
語

際
出
願
の
言
語
と
異
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
出

と
異
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
出
願
の
写
し
及
び

願
の
写
し
及
び
当
該
出
願
に
係
る
国
際
出
願
の
言
語
に

当
該
出
願
に
係
る
国
際
出
願
の
言
語
に
よ
る
翻
訳
文
）

よ
る
翻
訳
文
）
を
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
提
出

を
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に

ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
出
願
の
写
し
を
提
出
す
る

に
は
、
当
該
出
願
の
写
し
を
提
出
す
る
こ
と
は
要
し
な

こ
と
は
要
し
な
い
。

い
。

一
～
三

［
略
］

一
～
三

［
略
］

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

（
国
際
出
願
日
の
認
定
及
び
そ
の
通
知
）

（
国
際
出
願
日
の
認
定
及
び
そ
の
通
知
）

第
二
十
九
条
の
五

特
許
庁
長
官
は
、
出
願
人
が
第
二
十

第
二
十
九
条
の
五

特
許
庁
長
官
は
、
出
願
人
が
第
二
十

九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
明
細

九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
明
細
書
等
の
引
用
補
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書
等
の
引
用
補
充
を
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
し
た

充
を
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
し
た
と
き
は
、
当
該

と
き
は
、
当
該
明
細
書
等
の
引
用
補
充
に
係
る
国
際
出

明
細
書
等
の
引
用
補
充
に
係
る
国
際
出
願
の
国
際
出
願

願
の
国
際
出
願
日
を
規
則

又
は

の
規
定

日
を
規
則

又
は

の
規
定
に
よ
り
認
定
し

20.3
(b)
(i)

20.3
(b)
(ii)

20.3
(b)
(i)

20.3
(b)
(ii)

に
よ
り
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
際

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
際
出
願
日
と
し
て

出
願
日
と
し
て
認
定
す
る
日
が
法
第
四
条
第
三
項
の
規

認
定
す
る
日
が
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定

定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
国
際
出
願
日
以
前
の
日
と
な
る

さ
れ
た
国
際
出
願
日
以
前
の
日
と
な
る
と
き
は
、
こ
の

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

（
国
際
出
願
の
欠
落
部
分
の
補
充
等
）

（
国
際
出
願
の
欠
落
部
分
の
補
充
）

第
二
十
九
条
の
六

特
許
庁
長
官
は
、
法
第
四
条
第
一
項

第
二
十
九
条
の
六

特
許
庁
長
官
は
、
法
第
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
日
の
認
定
に
際
し
て
、
規
則

の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
日
の
認
定
に
際
し
て
、
明
細

、

、

の
２

又
は

の
２

の

書
若
し
く
は
請
求
の
範
囲
の
一
部
が
な
い
こ
と
（
同
項

20.5
(a)
(i)

20.5
(a)
(ii)

20.5

(a)
(i)

20.5

(a)
(ii)

規
定
に
よ
り
出
願
人
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
次
の
各
号

第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
図
面
の
全
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に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
部
分
の
補

部
若
し
く
は
一
部
が
な
い
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、

充
を
二
月
以
内
に
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら

規
則

又
は

の
規
定
に
よ
り
出
願
人
に
対

20.5
(a)
(i)

20.5
(a)
(ii)

な
い
。

し
、
書
面
に
よ
り
当
該
部
分
（
以
下
第
二
十
九
条
の
十

ま
で
、
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
七
条
の
二
に
お
い
て

「
欠
落
部
分
」
と
い
う
。
）
の
補
充
を
二
月
以
内
に
す

べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

明
細
書
若
し
く
は
請
求
の
範
囲
の
一
部
が
な
い
こ

［
新
設
］

と
（
法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
を

除
く
。
）
又
は
図
面
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
な
い

こ
と
を
発
見
し
た
場
合

当
該
部
分
（
以
下
第
二
十

九
条
の
十
ま
で
、
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
七
条
の

二
に
お
い
て
「
欠
落
部
分
」
と
い
う
。
）

二

明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
全
部
又
は
一

［
新
設
］
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部
が
誤
つ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
場

合

当
該
部
分
に
代
わ
る
べ
き
適
当
な
部
分
（
以
下

第
二
十
九
条
の
十
ま
で
、
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十

七
条
の
二
に
お
い
て
「
適
当
な
明
細
書
等
」
と
い
う

。
）

２

［
略
］

２

［
略
］

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
欠
落
部
分
の

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
欠
落
部
分
の

補
充
又
は
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
は
様
式
第
十
二
又

補
充
（
以
下
第
二
十
九
条
の
十
ま
で
、
第
三
十
七
条
及

は
様
式
第
十
二
の
二
に
よ
り
、
前
項
の
意
見
書
の
提
出

び
第
三
十
七
条
の
二
に
お
い
て
単
に
「
欠
落
部
分
の
補

は
様
式
第
十
一
の
七
又
は
様
式
第
十
一
の
八
に
よ
り
、

充
」
と
い
う
。
）
は
様
式
第
十
二
又
は
様
式
第
十
二
の

そ
れ
ぞ
れ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
に
よ
り
、
前
項
の
意
見
書
の
提
出
は
様
式
第
十
一
の

七
又
は
様
式
第
十
一
の
八
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
欠
落
部
分
の
補
充
等
の
特
例
）

（
欠
落
部
分
の
補
充
の
特
例
）

第
二
十
九
条
の
七

出
願
人
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に

第
二
十
九
条
の
七

出
願
人
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
国
際
出
願
と
し
て
提
出
さ
れ
た
書
類
が

か
か
わ
ら
ず
、
国
際
出
願
と
し
て
提
出
さ
れ
た
書
類
が

特
許
庁
に
到
達
し
た
日
か
ら
二
月
間
に
限
り
、
欠
落
部

特
許
庁
に
到
達
し
た
日
か
ら
二
月
間
に
限
り
、
欠
落
部

分
の
補
充
又
は
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
を
す
る
こ
と

分
の
補
充
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

（
欠
落
部
分
を
記
載
し
た
箇
所
の
記
載
等
）

（
欠
落
部
分
を
記
載
し
た
箇
所
の
記
載
等
）

第
二
十
九
条
の
八

出
願
人
は
、
規
則

の
規
定
に

第
二
十
九
条
の
八

出
願
人
は
、
規
則

の
規
定
に

20.5
(a)
(ii)

20.5
(a)
(ii)

よ
り
欠
落
部
分
の
補
充
を
す
る
と
き
（
図
面
の
全
部
を

よ
り
欠
落
部
分
の
補
充
を
す
る
と
き
（
図
面
の
全
部
を

補
充
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
優
先
権
の
主
張
の
基

補
充
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
優
先
権
の
主
張
の
基

礎
と
な
る
出
願
に
お
い
て
当
該
欠
落
部
分
が
記
載
さ
れ

礎
と
な
る
出
願
に
お
い
て
当
該
欠
落
部
分
が
記
載
さ
れ

て
い
る
箇
所
の
説
明
を
、
規
則

の
２

の
規
定
に

て
い
る
箇
所
の
説
明
を
様
式
第
十
二
又
は
様
式
第
十
二

20.5

(a)
(ii)

よ
り
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
を
す
る
と
き
（
明
細
書

の
二
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
全
部
を
補
充
す
る
と
き
を

除
く
。
）
は
、
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
に

お
い
て
当
該
適
当
な
明
細
書
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
箇

所
の
説
明
を
、
様
式
第
十
二
又
は
様
式
第
十
二
の
二
に

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

出
願
人
が
、
規
則

の
規
定
に
よ
り
当
該
欠
落

２

出
願
人
が
、
規
則

の
規
定
に
よ
り
当
該
欠
落

20.5
(a)
(ii)

20.5
(a)
(ii)

部
分
の
補
充
を
す
る
と
き
又
は
規
則

の
２

の
規

部
分
の
補
充
を
す
る
と
き
は
、
第
二
十
九
条
の
四
第
一

20.5

(a)
(ii)

定
に
よ
り
当
該
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
を
す
る
と
き

項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

は
、
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を

い
て
、
同
条
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
二
十

の
は
「
第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
の

九
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
の
六

七
」
と
、
「
明
細
書
等
の
引
用
補
充
」
と
あ
る
の
は
「

第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
の
七
」
と
、
「
明
細
書
等
の

欠
落
部
分
の
補
充
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

引
用
補
充
」
と
あ
る
の
は
「
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適
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当
な
明
細
書
等
の
補
充
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。（
国
際
出
願
日
の
認
定
及
び
そ
の
通
知
）

（
国
際
出
願
日
の
認
定
及
び
そ
の
通
知
）

第
二
十
九
条
の
九

特
許
庁
長
官
は
、
出
願
人
が
第
二
十

第
二
十
九
条
の
九

特
許
庁
長
官
は
、
出
願
人
が
第
二
十

九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
欠
落

九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
欠
落
部
分
の
補
充
を

部
分
の
補
充
又
は
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
を
同
項
に

同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
し
た
と
き
は
、
当
該
欠
落

規
定
す
る
期
間
内
に
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

部
分
の
補
充
に
係
る
国
際
出
願
の
国
際
出
願
日
を
規
則

る
場
合
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
り
当
該

若
し
く
は

の
規
定
に
よ
り
認
定
し
、
又
は
規

20.5
(b)

20.5
(d)

欠
落
部
分
の
補
充
又
は
当
該
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充

則

の
規
定
に
よ
り
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

20.5
(c)

に
係
る
国
際
出
願
の
国
際
出
願
日
を
認
定
し
、
又
は
訂

た
だ
し
、
国
際
出
願
日
と
し
て
認
定
す
る
日
が
法
第
四

正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
際
出
願
日
と

条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
国

し
て
認
定
す
る
日
が
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の

際
出
願
日
と
同
じ
日
と
な
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
国
際
出
願
日
と
同
じ
日
と
な

い
。
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る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に

［
新
設
］

基
づ
く
欠
落
部
分
の
補
充
を
同
項
に
規
定
す
る
期
間

内
に
し
た
場
合

規
則

若
し
く
は

の
規
定

20.5
(b)

20.5
(d)

に
よ
る
認
定
又
は
規
則

の
規
定
に
よ
る
訂
正

20.5
(c)

二

第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に

［
新
設
］

基
づ
く
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
を
同
項
に
規
定
す

る
期
間
内
に
し
た
場
合

規
則

の
２

若
し
く
は

20.5

(b)

の
２

の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は
規
則

の
２

20.5

(d)

20.5

(c)

の
規
定
に
よ
る
訂
正

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
に
係

［
新
設
］

る
国
際
出
願
の
国
際
出
願
日
を
規
則

の
２

の
規
定

20.5

(b)

に
よ
り
認
定
し
、
又
は
規
則

の
２

の
規
定
に
よ
り

20.5

(c)
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訂
正
し
た
と
き
は
、
そ
の
誤
つ
て
提
出
さ
れ
た
明
細
書

、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
全
部
又
は
一
部
は
、
当
該

国
際
出
願
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
み
な
す
。

３

特
許
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
出
願

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
出
願
日

日
を
認
定
し
た
と
き
は
、
当
該
国
際
出
願
日
と
し
て
認

を
認
定
し
た
と
き
は
、
当
該
国
際
出
願
日
と
し
て
認
定

定
し
た
日
を
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
出
願
日
を
訂

し
た
日
を
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
出
願
日
を
訂
正

正
し
た
と
き
は
、
そ
の
訂
正
後
に
お
け
る
国
際
出
願
日

し
た
と
き
は
、
そ
の
訂
正
後
に
お
け
る
国
際
出
願
日
を

を
、
そ
れ
ぞ
れ
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
そ
れ
ぞ
れ
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
４

前
三
項
の
規
定
は
、
出
願
人
が
第
二
十
九
条
の
七
の

３

前
二
項
の
規
定
は
、
出
願
人
が
第
二
十
九
条
の
七
の

規
定
に
よ
る
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適
当
な
明
細
書
等

規
定
に
よ
る
欠
落
部
分
の
補
充
を
同
条
に
規
定
す
る
期

の
補
充
を
同
条
に
規
定
す
る
期
間
内
に
し
た
場
合
に
準

間
内
に
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。

用
す
る
。
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（
欠
落
部
分
の
補
充
の
取
下
げ
等
）

（
欠
落
部
分
の
補
充
の
取
下
げ
）

第
二
十
九
条
の
十

出
願
人
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に

第
二
十
九
条
の
十

出
願
人
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
通
知
の
日
か
ら
一
月
間
に
限
り
、
同
条
第
一
項
の

よ
る
通
知
の
日
か
ら
一
月
間
に
限
り
、
同
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
国
際
出
願
日
が
訂
正
さ
れ
た
国
際
出
願
に

規
定
に
よ
り
国
際
出
願
日
が
訂
正
さ
れ
た
国
際
出
願
に

係
る
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充

係
る
欠
落
部
分
の
補
充
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る

を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適
当
な

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
欠
落
部
分
の
補
充
の
取
下
げ
が

明
細
書
等
の
補
充
の
取
下
げ
が
あ
つ
た
と
き
は
、
欠
落

あ
つ
た
と
き
は
、
欠
落
部
分
の
補
充
に
係
る
前
条
第
一

部
分
の
補
充
又
は
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
に
係
る
前

項
の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
日
の
訂
正
は
な
か
つ
た
も

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
日
の
訂
正
は
な
か

の
と
み
な
す
。

つ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適
当

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
欠
落
部
分
の
補
充
の
取
下
げ

な
明
細
書
等
の
補
充
の
取
下
げ
は
、
様
式
第
十
五
の
三

は
、
様
式
第
十
五
の
三
又
は
様
式
第
十
五
の
四
に
よ
り
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又
は
様
式
第
十
五
の
四
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
４

前
三
項
の
規
定
は
、
出
願
人
が
第
二
十
九
条
の
七
の

［
新
設
］

規
定
に
よ
る
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適
当
な
明
細
書
等

の
補
充
を
同
条
に
規
定
す
る
期
間
内
に
し
た
場
合
に
準

用
す
る
。

（
謄
本
の
請
求
等
）

（
謄
本
の
請
求
等
）

第
三
十
七
条

出
願
人
は
、
出
願
時
の
国
際
出
願
に
係
る

第
三
十
七
条

出
願
人
は
、
出
願
時
の
国
際
出
願
に
係
る

書
類
又
は
そ
の
手
続
の
補
完
、
明
細
書
等
の
引
用
補
充

書
類
又
は
そ
の
手
続
の
補
完
、
明
細
書
等
の
引
用
補
充

、
欠
落
部
分
の
補
充
、
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
若
し

、
欠
落
部
分
の
補
充
若
し
く
は
手
続
の
補
正
に
係
る
書

く
は
手
続
の
補
正
に
係
る
書
類
の
謄
本
の
交
付
を
、
特

類
の
謄
本
の
交
付
を
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
請
求
す

許
庁
長
官
に
対
し
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］
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（
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
の
請
求
）

（
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
の
請
求
）

第
三
十
七
条
の
二

出
願
人
は
、
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

第
三
十
七
条
の
二

出
願
人
は
、
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

て
い
る
出
願
時
の
国
際
出
願
に
係
る
事
項
又
は
そ
の
手

て
い
る
出
願
時
の
国
際
出
願
に
係
る
事
項
又
は
そ
の
手

続
の
補
完
、
明
細
書
等
の
引
用
補
充
、
欠
落
部
分
の
補

続
の
補
完
、
明
細
書
等
の
引
用
補
充
、
欠
落
部
分
の
補

充
、
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
若
し
く
は
手
続
の
補
正

充
若
し
く
は
手
続
の
補
正
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
書

に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
を
、
特
許
庁
長

類
の
交
付
を
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
請
求
す
る
こ
と

官
に
対
し
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

２

［
略
］

２

［
略
］

第
七
十
三
条
の
三

［
略
］

第
七
十
三
条
の
三

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

３

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
出
願
人
又
は

［
新
設
］

代
理
人
が
書
面
を
そ
の
提
出
期
間
内
に
特
許
庁
に
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
原
因
が
特
許
庁
長
官
が
認
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め
る
電
気
通
信
回
線
の
故
障
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
、
か
つ
、
出
願
人
が
当
該
事
由
が
な
く
な
つ
た

日
の
翌
日
に
当
該
書
面
を
提
出
し
た
と
き
は
、
特
許
庁

長
官
は
、
そ
の
書
面
を
こ
の
提
出
期
間
内
に
提
出
さ
れ

た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式

第
1
2

（第
2
4
条

第
2
9
条

の
２

第
2
9
条

の
３

第
様

式
第

1
2

（第
2
4
条

第
2
9
条

の
２

第
2
9
条

の
３

第
、

、
、

、
、

、

2
9
条

の
６

第
2
9
条

の
７

及
び

第
2
9
条

の
８

関
係

）

2
9
条

の
６

及
び

第
2
9
条

の
７

関
係

）

、

［略

］

［略

］

〔備
考

〕

〔備
考

〕

法
第

４
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

基
づ

法
第

４
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

基
づ

１
１

き
手

続
の

補
完

を
す

る
と

き
は

表
題

を

「手
続

補
き

手
続

の
補

完
を

す
る

と
き

は
表

題
を

「手
続

補

完
書

（法
第

４
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

完
書

（法
第

４
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

基
づ

く
手

続
の

補
完

）
」と

し
第

2
9
条

の
２

第
基

づ
く

手
続

の
補

完

）
」と

し
第

2
9
条

の
２

第
、

、
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１
項

の
規

定
に

よ
る

命
令

に
基

づ
き

明
細

書
等

の
１

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

基
づ

き
明

細
書

等
の

引
用

補
充

を
す

る
と

き
は

表
題

を

「手
続

補
充

書
引

用
補

充
を

す
る

と
き

は
表

題
を

「手
続

補
充

書

（第
2
9
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

基

（第
2
9
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

基

づ
く

明
細

書
等

の
引

用
補

充

）
」と

し
第

2
9
条

づ
く

明
細

書
等

の
引

用
補

充

）
」と

し
第

2
9
条

、
、

の
３

の
規

定
に

よ
り

明
細

書
等

の
引

用
補

充
を

す
の

３
の

規
定

に
よ

り
明

細
書

等
の

引
用

補
充

を
す

る
と

き
は

表
題

を
「手

続
補

充
書

（第
2
9
条

の
３

る
と

き
は

表
題

を

「手
続

補
充

書

（第
2
9
条

の
３

の
規

定
に

よ
る

明
細

書
等

の
引

用
補

充

）
」と

し
の

規
定

に
よ

る
明

細
書

等
の

引
用

補
充

）
」と

し

第
2
9
条

の
６

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

基
第

2
9
条

の
６

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

基
、

、

づ
き

欠
落

部
分

の
補

充
を

す
る

と
き

は
表

題
を

「

づ
き

欠
落

部
分

の
補

充
を

す
る

と
き

は
表

題
を

「

手
続

補
充

書

（第
2
9
条

の
６

第
１

項
の

規
定

に
よ

手
続

補
充

書

（第
2
9
条

の
６

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

基
づ

く
欠

落
部

分
の

補
充

）
」と

し
る

命
令

に
基

づ
く

欠
落

部
分

の
補

充

）
」と

し
、

、

同
項

の
規

定
に

よ
る

命
令

に
基

づ
き

適
当

な
明

細
第

2
9
条

の
７

の
規

定
に

よ
り

欠
落

部
分

の
補

充
を

書
等

の
補

充
を

す
る

と
き

は
表

題
を

「手
続

補
充

す
る

と
き

は
表

題
を

「手
続

補
充

書

（第
2
9
条

の
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書

（第
2
9
条

の
６

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

７
の

規
定

に
よ

る
欠

落
部

分
の

補
充

）
」と

し
、

基
づ

く
適

当
な

明
細

書
等

の
補

充

）
」と

し
第

法
第

1
7
条

の
規

定
に

よ
り

手
続

の
補

完
を

す
る

と
、

2
9
条

の
７

の
規

定
に

よ
り

欠
落

部
分

の
補

充
を

す
き

は
表

題
を

「手
続

補
完

書

（法
第

1
7
条

の
規

定

る
と

き
は

表
題

を

「手
続

補
充

書

（第
2
9
条

の
７

に
よ

る
手

続
の

補
完

）
」と

し
令

第
１

条
第

１
、

の
規

定
に

よ
る

欠
落

部
分

の
補

充

）
」と

し
同

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

基
づ

き
手

続
の

補
完

を
、

条
の

規
定

に
よ

り
適

当
な

明
細

書
等

の
補

充
を

す
す

る
と

き
は

「手
続

補
完

書

（令
第

１
条

第
１

項

る
と

き
は

表
題

を

「手
続

補
充

書

（第
2
9
条

の
７

の
規

定
に

よ
る

命
令

に
基

づ
く

手
続

の
補

完

）
」

の
規

定
に

よ
る

適
当

な
明

細
書

等
の

補
充

）
」と

と
す

る
。

し
法

第
1
7
条

の
規

定
に

よ
り

手
続

の
補

完
を

す
、

る
と

き
は

表
題

を

「手
続

補
完

書

（法
第

1
7
条

の

規
定

に
よ

る
手

続
の

補
完

）
」と

し
令

第
１

条
、

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

基
づ

き
手

続
の

補

完
を

す
る

と
き

は

「手
続

補
完

書

（令
第

１
条

第
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１
項

の
規

定
に

よ
る

命
令

に
基

づ
く

手
続

の
補

完

）
」と

す
る

。

第
2
9
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

基
第

2
9
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

基
２

２

づ
き

明
細

書
等

の
引

用
補

充
を

す
る

と
き

第
2
9

づ
き

明
細

書
等

の
引

用
補

充
を

す
る

と
き

又
は

第
、

条
の

６
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

命
令

に
基

づ
き

欠
2
9
条

の
６

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

基
づ

き

落
部

分
の

補
充

を
す

る
と

き
又

は
同

項
の

規
定

に
欠

落
部

分
の

補
充

を
す

る
と

き
は

「補
完

命
令

の

よ
る

命
令

に
基

づ
き

適
当

な
明

細
書

等
の

補
充

を
日

付

」の
欄

を

「補
充

命
令

の
日

付

」と
す

る
。

す
る

と
き

は

「補
完

命
令

の
日

付
」の

欄
を

「補

充
命

令
の

日
付

」と
す

る
。

「補
完

の
対

象

」の
欄

に
は

「願
書

の
Ⅱ

.

「補
完

の
対

象

」の
欄

に
は

「願
書

の
Ⅱ

.
３

、
３

、

出
願

人
の

欄

」の
よ

う
に

補
完

を
す

る
書

類
名

と
出

願
人

の
欄

」の
よ

う
に

補
完

を
す

る
書

類
名

と

補
完

を
す

る
箇

所
を

記
載

す
る

ま
た

第
2
9
条

補
完

を
す

る
箇

所
を

記
載

す
る

ま
た

第
2
9
条

。
、

。
、

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

基
づ

き
又

は
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

命
令

に
基

づ
き

又
は



- 26 -

第
2
9
条

の
３

の
規

定
に

よ
り

明
細

書
等

の
引

用
補

第
2
9
条

の
３

の
規

定
に

よ
り

明
細

書
等

の
引

用
補

充
を

す
る

と
き

は

「補
完

の
対

象

」の
欄

を

「補
充

を
す

る
と

き
は

「補
完

の
対

象

」の
欄

を

「補

充
の

対
象

」と
し

「明
細

書
及

び
請

求
の

範
囲

充
の

対
象

」と
し

「明
細

書
及

び
請

求
の

範
囲

、
、

」の
よ

う
に

補
充

す
る

書
類

名
を

記
載

す
る

第

」の
よ

う
に

補
充

す
る

書
類

名
を

記
載

す
る

第
。

。

2
9
条

の
６

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

基
づ

き
2
9
条

の
６

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

基
づ

き

又
は

第
2
9
条

の
７

の
規

定
に

よ
り

欠
落

部
分

の
補

又
は

第
2
9
条

の
７

の
規

定
に

よ
り

欠
落

部
分

の
補

充
又

は
適

当
な

明
細

書
等

の
補

充
を

す
る

と
き

は
充

を
す

る
と

き
は

「補
完

の
対

象

」の
欄

を

「補

「補
完

の
対

象

」の
欄

を

「補
充

の
対

象

」と
し

充
の

対
象

」と
し

「請
求

の
範

囲
・

請
求

項
３

、

「請
求

の
範

囲
・

請
求

項
３

」の
よ

う
に

補
充

」の
よ

う
に

補
充

す
る

書
類

名
及

び
箇

所
を

記
載

、す
る

書
類

名
及

び
箇

所
を

記
載

す
る

す
る

。
。

「補
完

の
内

容

」の
欄

に
は

補
完

事
項

を
明

「補
完

の
内

容

」の
欄

に
は

補
完

事
項

を
明

４
、

４
、

確
に

記
載

す
る

第
2
9
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
確

に
記

載
す

る
第

2
9
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
。

。

よ
る

命
令

に
基

づ
き

及
び

第
2
9
条

の
３

の
規

定
に

よ
る

命
令

に
基

づ
き

及
び

第
2
9
条

の
３

の
規

定
に
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よ
り

明
細

書
等

の
引

用
補

充
を

す
る

と
き

は
こ

の
よ

り
明

細
書

等
の

引
用

補
充

を
す

る
と

き
は

こ
の

欄
は

設
け

る
に

は
及

ば
な

い
第

2
9
条

の
８

第
１

欄
は

設
け

る
に

は
及

ば
な

い
第

2
9
条

の
６

第
１

。
。

項
の

規
定

に
よ

り
欠

落
部

分
が

記
載

さ
れ

て
い

る
項

の
規

定
に

よ
る

命
令

に
基

づ
き

又
は

第
2
9
条

の

箇
所

の
記

載
を

す
る

と
き

は

「補
完

の
内

容

」の
７

の
規

定
に

よ
り

欠
落

部
分

の
補

充
を

す
る

と
き

欄
を

「欠
落

部
分

の
記

載
箇

所
の

表
示

」と
し

は

「補
完

の
内

容

」の
欄

を

「欠
落

部
分

の
記

載
、

優
先

権
の

主
張

の
基

礎
と

な
る

出
願

に
お

い
て

当
箇

所
の

表
示

」と
し

優
先

権
の

主
張

の
基

礎
と

、

該
欠

落
部

分
が

記
載

さ
れ

て
い

る
箇

所
の

説
明

を
な

る
出

願
に

お
い

て
当

該
欠

落
部

分
が

記
載

さ
れ

記
載

す
る

同
項

の
規

定
に

よ
り

適
当

な
明

細
書

て
い

る
箇

所
の

説
明

を
記

載
す

る
。

。

等
が

記
載

さ
れ

て
い

る
箇

所
の

記
載

を
す

る
と

き

は

「補
完

の
内

容

」の
欄

を

「適
当

な
明

細
書

等

の
記

載
箇

所
の

表
示

」と
し

優
先

権
の

主
張

の
、

基
礎

と
な

る
出

願
に

お
い

て
当

該
適

当
な

明
細

書

等
が

記
載

さ
れ

て
い

る
箇

所
の

説
明

を
記

載
す

る
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。

［略

］

［略

］

５
５

６
同

時
に

２
以

上
の

手
続

補
完

書
を

提
出

す
る

と
６

同
時

に
２

以
上

の
手

続
補

完
書

を
提

出
す

る
と

き
は

そ
の

手
続

補
完

書
に

「手
続

補
完

書

（

き
は

そ
の

手
続

補
完

書
に

「手
続

補
完

書

（

、
、

、
、

１

）
」

「手
続

補
完

書

（２

）
」の
よ

う
に

番
１

）
」

「手
続

補
完

書

（２

）
」の

よ
う

に
番

、
、

号
を

つ
け

て
区

別
し

同
時

に
２

以
上

の
手

続
補

号
を

つ
け

て
区

別
す

る
、

。

充
書

を
提

出
す

る
と

き
は

そ
の

手
続

補
充

書
に

、

「手
続

補
充

書

（１

）
」

「手
続

補
充

書

（

、
、

２

）
」の

よ
う

に
番

号
を

つ
け

て
区

別
す

る
。

［略

］

［略

］

７
７

様
式

第
1
2
の

２

（第
2
4
条

第
2
9
条

の
２

第
2
9
条

の
３

様
式

第
1
2
の

２

（第
2
4
条

第
2
9
条

の
２

第
2
9
条

の
３

、
、

、
、

第
2
9
条

の
６

第
2
9
条

の
７

及
び

第
2
9
条

の
８

関
係

第
2
9
条

の
６

及
び

第
2
9
条

の
７

関
係

）

、
、

、

）
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［略

］

［略

］

〔備
考

〕

〔備
考

〕

１
「I

t
e
m

t
o

b
e

C
o
r
r
e
c
t
e
d

」の
欄

に
は

「B
o

１

「I
t
e
m

t
o

b
e

C
o
r
r
e
c
t
e
d

」の
欄

に
は

「B
o

x
N
o
.
Ⅱ

A
P
P
L
I
C
A
N
T

o
f

t
h
e

R
e
q
u
e
s
t

」の
よ

x
N
o
.
Ⅱ

A
P
P
L
I
C
A
N
T

o
f

t
h
e

R
e
q
u
e
s
t

」の
よ

う
に

補
完

を
す

る
書

類
名

と
補

完
を

す
る

箇
所

を
う

に
補

完
を

す
る

書
類

名
と

補
完

を
す

る
箇

所
を

記
載

す
る

ま
た

第
2
9
条

の
２

第
１

項
の

規
定

記
載

す
る

ま
た

第
2
9
条

の
２

第
１

項
の

規
定

。
、

。
、

に
よ

る
命

令
に

基
づ

き
又

は
第

2
9
条

の
３

の
規

定
に

よ
る

命
令

に
基

づ
き

又
は

第
2
9
条

の
３

の
規

定

に
よ

り
明

細
書

等
の

引
用

補
充

を
す

る
と

き
は

「

に
よ

り
明

細
書

等
の

引
用

補
充

を
す

る
と

き
は

「

D
E
S
C
R
I
P
T
I
O
N

a
n
d

C
L
A
I
M
S

」の
よ

う
に

補
充

す
D
E
S
C
R
I
P
T
I
O
N

a
n
d

C
L
A
I
M
S

」の
よ

う
に

補
充

す

る
書

類
名

を
記

載
す

る
第

2
9
条

の
６

第
１

項
の

る
書

類
名

を
記

載
す

る
第

2
9
条

の
６

第
１

項
の

。
。

規
定

に
よ

る
命

令
に

基
づ

き
又

は
第

2
9
条

の
７

の
規

定
に

よ
る

命
令

に
基

づ
き

又
は

第
2
9
条

の
７

の

規
定

に
よ

り
欠

落
部

分
の

補
充

又
は

適
当

な
明

細
規

定
に

よ
り

欠
落

部
分

の
補

充
を

す
る

と
き

は

「

書
等

の
補

充
を

す
る

と
き

は

「C
l
a
i
m

3
o
f

t
h
e

C
l
a
i
m

3
o
f

t
h
e

C
L
A
I
M
S

」の
よ

う
に

補
充

す
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C
L
A
I
M
S

」の
よ

う
に

補
充

す
る

書
類

名
及

び
箇

る
書

類
名

及
び

箇
所

を
記

載
す

る
。

所
を

記
載

す
る

。

２
「S

u
b
j
e
c
t

M
a
t
t
e
r

o
f

C
o
r
r
e
c
t
i
o
n

」の
欄

２

「S
u
b
j
e
c
t

M
a
t
t
e
r

o
f

C
o
r
r
e
c
t
i
o
n

」の
欄

に
は

補
完

事
項

を
明

確
に

記
載

す
る

第
2
9
条

に
は

補
完

事
項

を
明

確
に

記
載

す
る

第
2
9
条

、
。

、
。

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

基
づ

き
及

び
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

命
令

に
基

づ
き

及
び

第
2
9
条

の
３

の
規

定
に

よ
り

明
細

書
等

の
引

用
補

第
2
9
条

の
３

の
規

定
に

よ
り

明
細

書
等

の
引

用
補

充
を

す
る

と
き

は
こ

の
欄

は
設

け
る

に
は

及
ば

な
充

を
す

る
と

き
は

こ
の

欄
は

設
け

る
に

は
及

ば
な

い
第

2
9
条

の
８

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
欠

落
部

い
第

2
9
条

の
６

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

。
。

分
が

記
載

さ
れ

て
い

る
箇

所
の

記
載

を
す

る
と

き
基

づ
き

又
は

第
2
9
条

の
７

の
規

定
に

よ
り

欠
落

部

は

「S
u
b
j
e
c
t

M
a
t
t
e
r

o
f

C
o
r
r
e
c
t
i
o
n

」の
欄

分
の

補
充

を
す

る
と

き
は

「S
u
b
j
e
c
t

M
a
t
t
e
r

o

を

「I
n
d
i
c
a
t
i
o
n

a
s

t
o

w
h
e
r
e

t
h
e

m
i
s
s
i
n
g

f
C
o
r
r
e
c
t
i
o
n

」の
欄

を

「I
n
d
i
c
a
t
i
o
n

a
s

t
o

p
a
r
t

i
s

c
o
n
t
a
i
n
e
d

i
n

t
h
e

e
a
r
l
i
e
r

a
p
p
l

w
h
e
r
e

t
h
e

m
i
s
s
i
n
g

p
a
r
t

i
s

c
o
n
t
a
i
n
e
d

i

i
c
a
t
i
o
n

」と
し

優
先

権
の

主
張

の
基

礎
と

な
n

t
h
e

e
a
r
l
i
e
r

a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n

」と
し

優
先

、
、
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る
出

願
に

お
い

て
当

該
欠

落
部

分
が

記
載

さ
れ

て
権

の
主

張
の

基
礎

と
な

る
出

願
に

お
い

て
当

該
欠

い
る

箇
所

の
説

明
を

記
載

す
る

同
項

の
規

定
に

落
部

分
が

記
載

さ
れ

て
い

る
箇

所
の

説
明

を
記

載
。

よ
り

適
当

な
明

細
書

等
が

記
載

さ
れ

て
い

る
箇

所
す

る
。

の
記

載
を

す
る

と
き

は

「S
u
b
j
e
c
t

M
a
t
t
e
r

o
f

C
o
r
r
e
c
t
i
o
n

」の
欄

を

「I
n
d
i
c
a
t
i
o
n

a
s

t
o

w

h
e
r
e

t
h
e

c
o
r
r
e
c
t

p
a
r
t

i
s

c
o
n
t
a
i
n
e
d

i
n

t
h
e

e
a
r
l
i
e
r

a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n

」と
し

優
先

権
、

の
主

張
の

基
礎

と
な

る
出

願
に

お
い

て
当

該
適

当

な
明

細
書

等
が

記
載

さ
れ

て
い

る
箇

所
の

説
明

を

記
載

す
る

。

３

・４

［略

］

３

・４

［略

］

様
式

第
1
5
の

３

（第
2
9
条

の
1
0
関

係

）

様
式

第
1
5
の

３

（第
2
9
条

の
1
0
関

係

）

［略

］

［略

］
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〔備
考

〕

〔備
考

〕

１
第

2
9
条

の
1
0
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

適
当

な
明

［新
設

］

細
書

等
の

補
充

の
取

下
げ

を
行

う
と

き
は

表
題

を
「適

当
な

明
細

書
等

の
補

充
の

取
下

書

」と
す

る

。

２

「取
下

げ
の

内
容

」の
欄

に
は

欠
落

部
分

の
１

「取
下

げ
の

内
容

」の
欄

に
は

欠
落

部
分

の
、

、

補
充

又
は

適
当

な
明

細
書

等
の

補
充

の
取

下
げ

に
補

充
の

取
下

げ
に

係
る

手
続

補
充

書
の

提
出

日
を

係
る

手
続

補
充

書
の

提
出

日
を

記
載

す
る

こ
の

記
載

す
る

こ
の

場
合

に
お

い
て

同
一

の
提

出
。

。
、

場
合

に
お

い
て

同
一

の
提

出
日

に
２

以
上

の
手

日
に

２
以

上
の

手
続

補
充

書
が

あ
る

と
き

は

「

、
、

続
補

充
書

が
あ

る
と

き
は

「手
続

補
充

書
（１

手
続

補
充

書

（１

）
」の

よ
う

に
記

載
す

る
、

。

）
」の

よ
う

に
記

載
す

る
。

３

［略

］

２

［略

］

４
同

時
に

２
以

上
の

適
当

な
明

細
書

等
の

補
充

の

［新
設

］
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取
下

書
を

提
出

す
る

と
き

は
そ

の
適

当
な

明
細

、

書
等

の
補

充
の

取
下

書
に

「適
当

な
明

細
書

等
、

の
補

充
の

取
下

書

（１

）
」

「適
当

な
明

細
書

、

等
の

補
充

の
取

下
書

（２

）
」の

よ
う

に
番

号
を

つ
け

て
区

別
す

る
。

５

［略

］

３

［略

］

様
式

第
1
5
の

４

（第
2
9
条

の
1
0
関

係

）

様
式

第
1
5
の

４

（第
2
9
条

の
1
0
関

係

）

［略

］

［略

］

〔備
考

〕

〔備
考

〕

様
式

第
１

の
備

考
１

か
ら

1
0

1
2
か

ら
1
5
ま

で
1
7

様
式

第
１

の
備

考
１

か
ら

1
0

1
2
か

ら
1
5
ま

で
1
7

、
、

、
、

1
8

2
0
及

び
2
1

様
式

第
２

の
３

の
備

考
１

３
及

1
8

2
0
及

び
2
1

様
式

第
２

の
３

の
備

考
１

３
及

、
、

、
、

、
、

、
、

び
４

様
式

第
1
1
の

７
の

備
考

３
並

び
に

様
式

第
1
5
の

び
４

様
式

第
1
1
の

７
の

備
考

３
並

び
に

様
式

第
1
5
の

、
、

３
の

備
考

１
か

ら
４

ま
で

と
同

様
と

す
る

３
の

備
考

１
及

び
２

と
同

様
と

す
る

。
。
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
の
二
の
二
（
実
用
新
案
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十

五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
第
二
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
す
る
国
際
特
許
出
願
又
は
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
し
た
国
際
特
許
出
願
又
は
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
国
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際
出
願
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
（
第
七
十
三
条
の
三
第
三
項
を
除
く
。
）
は
、
施
行
日
以
後
に
す
る
国
際
出
願

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
国
際
出
願
法
施
行
規
則
第
七
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
は
、
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
に
提

出
す
る
書
面
で
あ
っ
て
そ
の
提
出
期
間
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
提
出
期
間
が
施

行
日
以
後
に
満
了
す
る
書
面
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
満
了
す
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


